
(様式３) 

公共事業再評価調書 

番  号 下水－２ 事業担当局課 環境創造局下水道施設整備課 

事 業 名 南部水再生センター水処理施設(第四期)整備事業 
採択

年度 
平成 17 年度 

施工場所 磯子区新磯子町 39 番地 
経過

年数 
15 年 

目的及び 

事業概要 

(目的)下水処理水の放流による根岸湾への環境負荷を軽減し、身近な水環境をより

良くするため、水処理施設の増設を行い、高度処理の導入を図ります。 

（概要）下水処理施設 

    施設規模：およそ幅 80ｍ×長さ 130ｍ×深さ 10ｍ 

    処理能力：およそ 117,400ｍ3/日 大 

 
当 初 

(事業採択時) 

関連事業採択時 

（平成 23 年度） 

変 更 

(令和２年度) 

事業期間 
平成 17 年度～ 

平成 25 年度 

平成 17 年度～ 

令和４年度 

平成 17 年度～ 

令和６年度 

事
業
費 

合  計 95 億円 105.5 億円 128 億円 

 
国  費 52 億円 58 億円 69.2 億円 

市  費 43 億円 47.5 億円 58.8 億円 

変更内容 

〇事業期間について 

事業採択時（平成 17 年）は既設流入幹線より南部処理区の汚水を新

処理系列に取り込む計画としておりました。しかし平成 21 年に既設流入

幹線が想定以上に劣化しており、耐震性能をもたないことが判明したた

め、南部水再生センター流入幹線を新たに整備することとなりました。そ

のため流入幹線整備事業を優先とし、本事業は躯体築造まで行った段

階で一時停止としていました。 

  流入幹線等整備事業の進捗に合わせ、来年度より未施工であった設備

工事を順次発注を予定しています。これにより事業期間を変更します。 

〇事業費について 

  労務単価・施工資材単価の上昇、処理量の増加及び処理方式変更に

伴う減額等により事業費を変更します。 

・労務単価及び材料資材単価上昇による増額 ：約 14.4 億円 増 

・処理量増大に伴う増額 ：約 13.2 億円 増 

・処理方式変更による減額 ：約 4.0 億円 減 

・コンクリートひび割れ対策による増額 ：約 2.8 億円 増 

・使用管材・ルートの見直しによる増額 ：約 2.3 億円 増 

・地下躯体築造に伴う仮設等の見直し ：約 2.2 億円 増 

・低入札による減額 ：約 2.0 億円 減 

・維持管理性の見直しに関する覆蓋等の追加 ：約 1.9 億円 増 



・掘削により判明した湧水への対応等による増額  ：約 1.2 億円 増 

・基準変更等に伴う防食施工範囲の追加 ：約 1.0 億円 増 

                                      合計 ：約 33.0 億円 増 

〇事業内容について 

   施設設計における流入水質、流入量、及び設計方針を定めている横

浜市下水道計画指針が平成 22 年に改訂されました。これにより南部水再

生センターへの流入水質及び水量、適用可能な水処理方式が増え、そ

れに伴い設備設計の見直しを行いました。これにより処理方式が「嫌気無

酸素好気法（A2O 法）」から「循環式硝化脱窒法（循環法）＋凝集剤添加

方式」に変更され、処理能力も 80,000m3/日から 117,400m3/日に変更と

なりました。 

上位計画等 

横浜市下水道事業中期経営計画 2018 において、主要施策の一つで

ある「良好な水環境の創出」の主な取組の一つとして、下水処理の高度

化が位置付けられています。 

関連事業 
「南部水再生センター流入幹線等整備事業」（平成 23 年度事前評価実施）

と調整の上、事業を進めております。 

事 業 の 

必 要 性 

事業を巡る 

社会経済情

勢等の変化 

  南部水再生センター放流水質の改善 

本市の下水処理施設からの放流水は、「水質汚濁防止法」および神奈

川県における「大気汚染防止法第４条第１項の規定による排出基準及び

水質汚濁防止法第３条第３項の規定による排水基準を定める条例」により

濃度規制や総量規制が行われています。特に南部水再生センターの放

流先ではある東京湾では閉鎖性水域であることから、平成 22 年に「東京

湾流域別下水道整備総合計画」が策定され、より厳しい基準を達成する

ことが必要となっています。 

また、近年の運転実績から南部水再生センター流入水の窒素の値が

上昇傾向にあることからも、南部処理区の高度処理化は喫緊の課題とな

っています。 

  

 

 ※１ 生物化学的酸素要求量。水中の有機物が微生物（バクテリア、プラ

ンクトンなど）の働きによって分解されるときに消費される酸素の量。 

 ※２ 化学的酸素要求量。水中の有機物を酸化剤で分解する際に消費さ

れる酸化剤の量を酸素量に換算したもの。 

 ※３ 浮遊物質。一定規格のろ紙でろ過したとき、ろ紙の上に残留する物

質のことを指し、水中に浮遊または懸濁している物質のこと。 

 

南部水再生センター流入水質
BOD※１ COD※２ SS※３ 窒素（T-N） りん（T-P）
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)

平成11～20年度実績の年間平均値 130 63 120 19 2.5
平成21～30年度実績の年間平均値 130 75 130 21 2.4

南部水再生センター流入水の実績



 

  南部水再生センター再構築における代替施設の確保 

南部水再生センターは供用開始から 50 年以上が経過し、土木建築躯

体も含めた施設全体の再構築に向けた検討を行っております。本センタ

ーでは 194,000m3/日を既設２系列の水処理施設で処理していますが、

再構築にあたり片側１系列ごと解体・新規築造を行う計画としています。

そこで 低限既設１系列以上の処理能力を持つ代替施設が必要不可欠

となります。本事業で築造する新水処理系列を活用することで南部水再

生センターの再構築が可能となります。 

事業の 

投資効果 

・ 

事業効果等 

(費用便益分析等) 

① 簡易比較法による費用便益分析 

費⽤（百万円/年） 1,076 

便益（百万円/年） 1,702 

B/C 1.58 

「下水道事業における費用対効果分析マニュアル（国土交通省水管理・国

土保全局下水道部）」、「流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説（国

土交通省水管理・国土保全局下水道部）」を参考に計算。 

 

費用：本事業対象施設建設費用及び維持管理費用 

便益：公共用水域の環境価値に対する１世帯当たり支払い意思額 

 

② 定性的効果 

 ・安定的な高度処理が可能になることで、南部処理区から公共用水域へ

排出される放流水質が改善されます。 

 ・南部水再生センター再構築事業において、更新する既設系列の代替施

設として活用することで事業を進めることが可能となります。 

 ・高度処理化をすることで、既設系列で使用している標準活性汚泥法に比

べ、N2O など温室効果ガスの削減を行うことができます。 
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事 業 の  

進ちょく  

状  況 

事業進ちょく率％ 

当該事業の土木・建築工事は、一部付帯工を除き完了してお

り、残る設備工事も令和元年度より詳細設計委託を発注し、令

和３年度以降の工事発注に向けて準備を進めています。 

51％ 

用地取得率％ 

100％ 

供用等の状況 

未供用 

事業の課題  

及び進ちょく 

見 込 み 

関連する南部水再生センター流入幹線等整備事業の進捗状況に合わせ、令和３

年度以降、順次設備工事を発注予定です。本事業は令和６年度末に竣工を予定して

います。 

そ の 他  

（コスト縮減項目等） 

平成22年の横浜市下水道計画指針の改訂に伴うプラント設備設計の見直しによ

り、本事業で築造する水処理施設の処理可能能力が増大しました。本事業単体での

コスト縮減には直接つながりませんが、今後実施予定の南部水再生センター再構

築事業において必要処理水量ならびに必要躯体サイズの減少が可能となります。

これにより撤去施設の減少や躯体材料費の減少につながるため、トータル的にコ

スト減となります。 

その他 
平成 17 年度に事業内容を報告（当時の基準では審議対象案件とはされておりませ

ん） 

添付資料 有 ・ 無 

対応方針 

継 

続 

計画通り(上記計画を実施)  

一部見直し(上記計画を変更) 

【見直し内容】 

中  止 

 

対応方針と

した理由 

当該施設は根岸湾の水質保全に寄与する重要な施設です。併せて現在稼働して

いる水処理施設が供用開始から 50 年を過ぎており、速やかな再構築を行うための

代替施設として必須な施設であり、ひいては南部処理区約 34 万人の下水を処理す

る必要不可欠な施設です。 

新水処理施設躯体が既に完成済みであることからも事業を継続して実施してい

く必要があると判断しております。 

 



南部処理区

■南部水再生センター概要図

南部⽔再⽣センター全景

新処理系列建築躯体
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３７■南部水再生センター流入幹線図
凡例

下水管（既設）

下水管（新設）

新磯子幹線
全長：約1.9km

南部水再生センター

水処理施設
（高度処理）

磯子ポンプ場
磯子第二ポンプ場

横浜市建築局都市計画基本図データ（地図情報レベル2500）により作成 【横浜市地形図複製承認番号 令２建都第 9025号】
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⼯種 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

⼟⽊⼯事

建築⼯事

建築機械・電気

機械・電気⼯事

⼟⽊⼯事

建築⼯事

建築機械・電気

機械・電気⼯事

流⼊幹線⼯事

⼟⽊⼯事

建築⼯事

建築機械・電気

機械・電気⼯事

流⼊幹線⼯事

当
初
構
想

流
⼊
幹
線
等

整
備
事
業
開
始
時

現
況

南部⽔再⽣センター⽔処理施設(第四期)整備事業 全体フロー図

H25年度末供⽤開始

R6年度末供⽤開始

R４年度末供⽤開始

３７■南部水再生センター事業スケジュール
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■南部水再生センター当初流入系統図

資源循環局
磯子検認所

新設水処理施設

既設水処理施設

根岸汚⽔幹線（旧流⼊幹線）
当初既設⽔処理系列流⼊経路
当初新設⽔処理施設流⼊経路
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■南部水再生センター変更流入系統図

資源循環局
磯子検認所

新設水処理施設

既設水処理施設

新設流⼊幹線（新磯⼦幹線）
変更既設⽔処理系列流⼊経路
変更新設⽔処理施設流⼊経路

新設分⽔槽（関連事業）
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